
 
 
 
 
 
 
 

出水期の洪水に備えて国、県、市町村で連携強化を図ります！ 

「阿賀川水防連絡会 総会」、 

「阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会」を開催します。 

 
＜水防連絡会総会について＞ 

北陸地方整備局阿賀川河川事務所及び福島県、阿賀川沿川の市町村並びにダム
管理者で組織する「阿賀川水防連絡会」の令和８年度総会を開催します。 

「総会」では、国・県・市町村の防災担当者とダム管理者が情報共有・意見交
換することで連携強化を図り、これからの出水期に備えます。 
 
＜阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会について＞ 

平成 27 年９月に発生した関東・東北豪雨による大規模浸水被害を契機に、阿
賀川では、氾濫が発生した際の減災対策として、地域全体で常に洪水に備える『水
防災意識社会』の再構築を目指しています。 

「令和８年度阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会」では、関係機関によ
る意見交換を行います。 

 

記 

１．日 時：令和８年５月 21 日（木） 14:00 ～ 16:00 
 
２．場 所：阿賀川河川事務所 1 階会議室（会津若松市表町 2-70） 
 
３．議 事：別紙のとおり  
 
４．主 催：別紙のとおり  
 
５．参加機関：別紙のとおり 
 

※取材にお越しの際は、下記問い合わせ先までご連絡ください。 
問い合わせ先：国土交通省 北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 

事務所代表 電話 0242-26-6441 

副所長  後藤 博正（内線 204） 

管理課長 加藤 靖 （内線 331） 

 

 

記者発表資料 

国土交通省 北陸地方整備局 

 阿賀川河川事務所 

令和８年 5 月 20 日 
発表をもって解禁 



別紙 

阿賀川水防連絡会 総会（実施項目） 

議 事 
  ●阿賀川水防連絡会規約 

●令和７年度の事業報告 
  ●令和８年度の事業計画（案） 
  ●令和８年度出水期を迎えるにあたって（前年度からの変更点） 
  （重要水防箇所の見直し・追加された重要水防箇所について） 
  ●北陸地方整備局の災害対策機械の派遣要請 
 
主 催 
   阿賀川水防連絡会 （会長：阿賀川河川事務所長） 
 
参加機関 
   阿賀川河川事務所、福島県、福島県警察本部、福島地方気象台、 

会津若松市、喜多方市、会津坂下町、会津美里町、下郷町、西会津町、 
南会津町、湯川村、東北農政局、東京電力リニューアブルパワー（株）、 
東北電力（株）、（株）レゾナック、電源開発（株）（全 17 機関） 

 
 
 

阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会（実施項目） 

議 事 
  ●阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会規約 
  ●「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく阿賀川流域の減災に係る取組

方針（令和３年度～令和８年度） 
  ●「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく阿賀川流域の減災に係る各機 

関の取組（各機関の令和７年度の取組内容報告） 
 
主 催 
   阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 
 
参加機関 

阿賀川河川事務所、福島県、会津若松市、喜多方市、会津坂下町、 
会津美里町、湯川村、福島地方気象台（全８機関） 


